
緊急公共工事品質確保対策について 港湾空港部
国土交通省
中国地方整備局 施工体制確認型総合評価方式の評価方法

●審査方法（中国地整港湾空港部）

応札額が調査基準価格以上の場合の施工体制の審査の基本的な考え方は以下のとおり。
1. 特別重点調査の判断基準（特重基準）である４つの費用項目【割合：直接工事費90%、共通仮設費80%、現場管理費80%、一般

管理費等30%】のうち、基準を下回る費目があった場合、その費目に対してFAXによるヒアリングを行う。
2. 直接工事費、共通仮設費、現場管理費について、上記1.に該当しなくても調査基準価格の見直しによる基準(それぞれ

97%,90%,90%）を下回る場合、工事費内訳書、入札書に疑義がないか確認を行う。
3. 上記に該当しない場合は、施工体制の審査は省略。（配点30点）

◆審査のフロー
応札額が調査基準価格以上か

・追加資料を求める。
・対面式のヒアリングを実施
・配点：0～30点

Yｅｓ No

①特別重点調査の判断基準（特重基準）である４つの費用項目
【割合：直接工事費90%、共通仮設費80%、現場管理費80%、一般管理費等30%】
のうち、全ての費目について基準を上回っているか。

・追加資料は提出不要
・ヒアリングなし
・配点：30点

配点は、施工体制の確保で15点満点。
品質確保の実現性で15点満点。
大項目で各々加点方式。
大項目毎に、
・（総項目数の９割以上）は15点
・（総項目数の８割以上）は5点
・（総項目数の８割未満）以下は0点

No

FAXヒアリングを実施し、契約内容に適合した履行が可能か確認す
る。
提出資料はヒアリング回答書及び該当費目の見積内訳書。(FAX提
出)

・疑義がない場合→配点：30点
・疑義がある場合→対面ヒアリングを実施 配点：30～0点

Yes
②調査基準価格の見直しによる下記3項目が基準以上か
【割合：直接工事費97%、共通仮設費90%、現場管理費90%】

Yes

No

工事費内訳書、入札書に疑義がない。

Yes No


